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〔提案理由〕 

  町職員の準公金横領を受けて、業務改善を求めるため。 

 

 

 



町職員の準公金横領を受けて、業務改善を求める決議 

 

先般、町職員による農業関係４団体の預金口座から現金を不正に引き出したことが発

表され、関係職員に対する処分が行なわれた。さらに、町長と副町長についての処分の

考えが示された。 

本事案の発生は、極めて遺憾である。 

町行政への信頼を取り戻すためには、一定の方向が示されているものの、町民の疑問

に応えるとともに、早急な業務改善が求められる。 

当町でこのような不祥事を根絶することは、町議会としての責務である。 

本件については、すでに経緯、概要の説明がなされているが、改めて以下の点を強く

求め、決議する。 

 

記 

 

１．町議会に対して、詳細の調査報告を示すとともに、業務上の問題点を明らかに 

すること。 

 

２．危機管理の方針、再発防止・業務改善の具体的方策について、早急に示すこと。 
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神奈川県中郡二宮町議会 

 


